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基本指針について（介護保険法第１１６条） 

 

１．基本指針の検討にあたって考慮すべきと考えられる要素 

＜介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和７年 12 月 25 日）関係＞ 

○人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築・中山間・人口減少地域に

おける柔軟な対応等 

○地域包括ケアシステムの深化・医療・介護連携の推進・有料老人ホームの事業運営の透明性

確保、高齢者への住まい支援・介護予防の推進、総合事業の在り方・相談支援等の在り方・認

知症施策の推進等 

○介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援・総合的な介護人材確保対

策・介護現場の職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援、協働化等の推進 

○多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保・2040 年を見据えた介護

保険事業（支援）計画の在り方等 

 

＜福祉部会「社会保障審議会福祉部会報告書」（令和７年 12 月 18 日）関係＞ 

○介護人材の確保・育成・定着等 

 

＜「医療法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 87 号）関係＞ 

○入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人材確保等を含めた地域の医療提

供体制全体の課題解決を図る新たな地域医療構想の策定 

○介護保険事業（支援）計画におけるロジックモデルの活用（医療法等の一部を改正する法律

案に対する附帯決議（令和７年 12月４日参議院厚生労働委員会）） 

○本指針を定めるに当たり、即するものとされている医療情報化推進方針の策定（改正後の介

護保険法第 116 条）等 

 

２．2040 年を見据えた介護保険事業（支援）計画の在り方 

○ 2040 年にかけて地域のサービス需要が変化していく中で、第 10 期介護保険事業（支援）計画か

ら、都道府県が積極的に関与しながら、2040 年等の中⾧期の介護サービス見込量を見据えて策定し

ていくことが更に重要となる。 

 

■地域包括ケアシステムの深化 

① 総合事業の多様なサービス・活動の充実に向け、多様な主体とのつながりづくり等の

更なる支援や質の向上を図るための分析・評価等を推進。 

② 頼れる身寄りがいない高齢者等の生活ニーズを地域課題として解決するため、関係者

を含めて地域全体で対応を協議し、切れ目のない支援が提供される地域づくりを推進。 

③ 認知症基本法及び認知症施策推進基本計画を踏まえた取組の推進。 

（資料）「基本指針について」社会保障審議会介護保険部会（第 134 回）令和８年３月９日

⇒第１部 

 

⇒第２部 

 

⇒第３部 
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第１部 多様な主体とのつながりづくり（総合事業） 

 

１ 高齢者や多様な主体の参画を通じた地域共生社会の実現・地域の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 多様な主体とのつながりづくりに関する取組一覧 

〇市の主な取組   

No.  概要 担当 

1 小金井さくら体操 

８つある管理会場は市内の通所事業所のリハ職が担当の

会場を定期的に巡回し、介護予防・フレイル予防の普及

啓発を行うとともに、参加者の参加・活動につながるレ

クリエーションの提供等を行っている。個別の支援が必

要な際は、地域包括支援センター等へつなぐ等の支援も

行っている。 

介護福祉課 

包括支援係 

2 シニア運動教室 

市内のスポーツクラブに委託し、高齢者の介護予防・フ

レイル予防のためのきっかけづくりとなることを目的に

実施。参加者には教室終了後の生活に向け、介護予防事

業等の周知や地域資源の紹介等を行っている。 

介護福祉課 

包括支援係 

3 
地域リハビリテーシ

ン活動支援事業 

市内の高齢者が活動している居場所にリハ職が巡回し、

介護予防・フレイル予防の普及啓発を行うとともに、健

康相談等にも応じ個別の支援が必要な際は、地域包括支

援センター等へつなぐ等の支援も行っている。 

介護福祉課 

包括支援係 

4 
生活支援コーディネ

ーターの活動 

市では、第１層生活支援コーディネーター（市）と第２

層生活支援コーディネーター（各地域包括支援センタ

ー）を配置している。第２層生活支援コーディネーター

は地域に出向き、住民主体の居場所の把握や継続支援等

を行っており、把握した情報をまとめた「シニアのため

の地域とつながる応援ブック」を発行し、広く周知を行

っている。また、居場所の継続支援では、地域ケア会議

を開催し、居場所の参加住民が自分達で課題解決できる

よう支援を行っている。 

介護福祉課 

包括支援係 

○高齢者の地域での生活は、医療・介護専門職との関わりのみならず、地域の住民や産業と

の関わりの中で成立するもの。また、高齢者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は

形作られている。 

○総合事業の充実とは、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体的な活動や地域の

多様な主体の参入を促進し、医療・介護の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身

が適切に活動を選択できるようにするものである。 

○総合事業の充実を通じ、高齢者が元気なうちから地域社会や医療・介護専門職とつなが

り、そのつながりのもとで社会活動を続け、介護が必要となっても必要な支援を受けなが

ら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現を目指してい

く。 
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5 
総合事業（サービ

ス・活動 C） 

サービス・活動 Cは、保健・医療職が関与し３か月の短

期間で機能向上のプログラムを行うサービスであり、終

了１か月前には地域ケア会議を開催し、リハ職・通所事

業所職員・地域包括支援センターケアマネジャー・第１

層生活支援コーディネーター・第２層生活支援コーディ

ネーターで利用者の終了後の生活について検討してい

る。利用者の約７割はサービスの利用により生活機能が

改善し、介護保険サービスを利用せず、地域の居場所へ

の参加や趣味活動等への社会活動につながっている。 

介護福祉課 

包括支援係 
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第２部 身寄りのいない高齢者の課題解決の地域づくり 

１ 小金井市の世帯構成の変化と支援者の有無 

〇高齢者単身世帯は今後も増加が見込まれ、2050年には小金井市の総世帯の14.7%（７世帯に１世

帯）が高齢者単身世帯になると推計されます。 

〇市が令和７年度に実施した調査によると、看病や世話をしてくれる人がいない単身高齢者は

31.7%、また、心配事や愚痴を聞いてくれる人がいない単身高齢者は 16.7%に上りました。 

〇今後も単身世帯の増加が見込まれるところ、身寄りのいない高齢者の課題が大きくなるとみら

れることから地域の全員による支え合いの地域共生社会の構築がますます求められます。 
 

■小金井市の総世帯に占める高齢単身世帯 

 
（資料）国勢調査、将来推計：社会保障人口問題研究所による東京都世帯推計の伸び率を用いて推計 

 

■手段的支援者がいない割合（家族構成別）情緒的支援者がいない割合（家族構成別） 

 

（資料）小金井市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和７年11月）  
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２ 身寄りのいない高齢者等に関する取組一覧 

 〇市の主な取組 

No. 名称等 概要 担当 

1 ひと声訪問（牛乳の配達） 

市に緊急連絡先を登録し、1世帯当たり白

牛乳又はコ－ヒー牛乳１本を週３回、牛乳

店から配達し、見守りを行う事業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

2 
高齢者食事支援（配食サービ

ス） 

民間配食サービス（見守り含む。）利用料

の一部（１食当たり課税世帯 100 円、非

課税世帯 400 円）を市が負担する事業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

3 入浴券の配布（公衆浴場） 

公衆浴場の入浴券を月７枚ずつ、年６回

（偶数月）配付し、ご自分で受け取りに来

ていただく事業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

4 
ことぶき理容券（割引券）の

配付 

年３回、月１枚の割合で配布する割引券

（自分で取りに行く）を利用すると、市内

の「ことぶき利用協力の店」で調髪、洗髪

等すると料金が 2千円割引になる事業。

※令和 7年度に終了、令和８年度からは

訪問理美容サービス割引券を交付する事業

に移行予定 

介護福祉課 

高齢福祉係 

5 緊急代理通報システム 

貸与した無線発信機等（ペンダント等）に

より、委託業者に通報し、安全の確認と必

要に応じて救急車の手配を行う事業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

6 高齢者福祉電話の貸与 電話機を貸与する事業。 
介護福祉課 

高齢福祉係 

7 友愛活動員の訪問 
ボランティアの友愛活動員が週１回程度、

訪問または電話で話し相手をする事業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

8 徘徊高齢者探索サービス 

高齢者がGPS端末を携帯し、居場所が不

明であるときに、介護者が委託事業者に高

齢者の位置を問い合わせ、保護を行う事

業。 

介護福祉課 

高齢福祉係 

9 
高齢者地域福祉ネット 

ワーク（高齢者見守り支援） 

75歳、80歳、８５歳の方・1年以内に

転入された 75歳以上の市民を対象に民生

委員が訪問し、福祉の情報をお知らせしま

す。 

介護福祉課 

包括支援係 

10 見守りシール 

高齢者等の衣服や持ち物にシ－ルを貼り付

けることにより、行方不明になった際に発

見者がシ－ルに書かれた連絡先に電話する

ことで保護できるようにする事業。 

介護福祉課 

包括支援係 

11 ふれあい収集事業 

ごみ出しが困難な世帯や身近な方の協力を

得ることが困難な世帯を対象に、個別に訪

問し、家庭ごみを収集し、併せて安否確認

を行う事業。 

ごみ対策課 

清掃係 
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〇社会福祉協議会の取組 

  

名称等 概要 担当 

福祉サービス総合支援事

業 

判断能力が不十分な方、要介護高齢者、障がい

がある方等に対する福祉サービスの利用援助等

（有料サービス） 

権利擁護センター 

居住支援相談 
住宅確保要配慮者が住まいを探すための支援を

目的とした相談窓口 
福祉総合相談窓口 

日常生活自立支援事業 

(地域福祉権利擁護事業) 

日常的な金銭の出し入れ、重要な書類の保管な

どを行う 

（日常的金銭管理サービス） 

権利擁護センター 

成年後見活用 

あんしん生活創造事業 

・成年後見制度に関する相談（予約制） 

・任意後見・老い支度相談（予約制） 

・成年後見制度申立費用の助成 

・後見人等報酬の助成 

・法人後見監督、法人後見の実施 

権利擁護センター 

 

 

〇高齢者の生活全般に関する相談 

  

小金井きた地域包括 

支援センター 

高齢者の生活等に関する相談機関であり、相談内容によって必

要な機関等につないだり、連携し支援を行う。 

小金井みなみ地域包括 

支援センター 

小金井ひがし地域包括 

支援センター 

小金井にし地域包括 

支援センター 

 

〇地域の介護支援専門員との連携    

介護保険サービスを利用している高齢者の中には、身寄りのない高齢者等もおり、介護

支援専門員（ケアマネジャー）は介護保険サービスの調整のみならず、生活課題等に対

する対応もせざるを得ない状況であり、ケアマネジャーの負担となっていることが課題

である。ケアマネジャーと生活課題等に対する地域資源等地域のつなぎ先の共有を行っ

ていく予定である。    
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第３部 認知症施策推進基本計画 

１．共生社会の実現を推進するための認知症基本法の概要 
 

 

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮

し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会（＝共生社会）の実

現を推進 

～共生社会の実現の推進という目的に向け、基本理念等に基づき認知症施策を国・地方が一体となって

講じていく～ 

 

 

 

①全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活・社

会生活を営むことができる。 

 

②国民が、正しい知識・正しい理解を深めることができる。 

 

③認知症の人にとって生活の障壁となるものを除去することにより、認知症の人が、社会の対

等な構成員として、地域で安全・安心・自立した日常生活を営むことができるとともに、自己

に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会活動に参画する機会の確保を通じて

その個性と能力を十分に発揮することができる。 

 

④認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療福祉サービスが切れ目なく

提供される。 

 

⑤認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安

心して日常生活を営むことができる。 

 

⑥共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症等に係る予防、診断・治療、リ

ハビリテーション、介護方法、社会参加の在り方、社会環境の整備等に関する研究等の成果を

広く国民が享受できる環境を整備。 

 

⑦教育、地域づくり等各関連分野における総合的な取組として行われる。 

  

１．目的 

２．基本理念 
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２ 認知症に関する取組一覧 

〇市の主な取組 

No. 名称等 概要 担当 

1 認知症検診 

５０歳以上の市民に認知症に関する正しい知識の

普及啓発を進めるとともに、早期発見・早期対応

を図る。 

介護福祉課 

包括支援係 

2 認知症初期集中支援事業 

認知症が疑われるものの医療等の支援を受けてい

ない市民を対象に、専門職によるチームで訪問

し、支援を行う。 

介護福祉課 

包括支援係 

3 
認知症サポーター養成講

座 

認知症について正しく理解し、出来る範囲で支援

する「認知症サポーター」の養成講座を実施す

る。 

介護福祉課 

包括支援係 

4 
〃企業・市民等向け（定

期開催） 

高齢者の介護を担う世代を対象にした講座開催の

取組を検討していく。 

介護福祉課 

包括支援係 

5 
〃キッズ認サポ(小中学生

向） 

市内の小中学生対象に認知症の普及・啓発のため

の講座を実施。受講者数、実施校の拡大を目指

す。 

介護福祉課 

包括支援係 

6 〃市職員向け 

行政職員に対し認知症のある人への理解、対応力

の向上を図ることを目的に開催し、幅広い市民へ

のサービス向上を目指す。未受講者へは積極的な

受講勧奨を行う。 

介護福祉課 

包括支援係 

7 やすらぎ支援事業 

軽度の認知症状がある高齢者にボランティアが訪

問し、話し相手、声掛け等の援助を行う。また対

応力向上、情報共有のための支援員の交流会を行

う。 

介護福祉課 

包括支援係 

8 家族介護継続支援事業 

認知症高齢者を介護する家族に対する交流会や講

習等の機会を設け、情報共有や身体的・精神的負

担軽減を図る事業を実施する。 

介護福祉課 

包括支援係 

9 認知症チェックシステム 

早期発見及び普及啓発を図るため、認知症の初期

スクリーニングシステムを運用する。市報、X等

への発信により周知、啓発を図る。 

介護福祉課 

包括支援係 

10 
認知症高齢者見守りシー

ル事業 

家族等からの申請により見守りシールを交付。見

守りシールから発見者が問合番号に連絡すること

で認知症高齢者の発見につなげる。  

介護福祉課 

包括支援係 

11 認知症カフェ 

認知症のある人、家族介護者等が認知症に関する

情報共有、相談、団らん等ができ、気軽に立ち寄

れる場の提供を行う。各包括支援センターの圏域

ごとに認知症地域支援推進員、ボランティア等を

中心に実施する。 

介護福祉課 

包括支援係 
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12 認知症予防通いの場 
認知症検診受診者の受け皿として、認知症予防、

居場所づくりの場として開催をする。 

介護福祉課 

包括支援係 

13 チームオレンジの設置 

本人・家族がともに活動する時間を設け、他の家

族や地域との交流を行う一体的支援事業を実施す

る。チームオレンジ（認知症カフェ）と一体的支

援事業の両方を、本人・家族とボランティアが行

き来できる相互関係の構築を目指す。各包括支援

センターで１箇所以上の設置を目指す。 

介護福祉課

包括支援係 

14 
認知症ボランティア養成

講座 

認知症当事者と家族介護者について理解を深め、

認知症カフェやチームオレンジで活動するボラン

ティアを養成する講座を実施する。 

介護福祉課 

包括支援係 

15 
認知症のある人の社会参

加事業 

令和７年度に実施したワーキングループ（認知症

当事者・商工会、市内の企業、介護・看護関係者

等）に挙げられた「認知症のある人が地域で安心

して生活するための課題」についてさらに検討

し、課題解決に向けた具体的施策を推進する。

「認知症あんしんマップ（仮称）」の作成等を行

う。 

介護福祉課 

包括支援係 

16 
キャラバンメイト連絡会

の実施 

市内キャラバンメイトの連絡会を実施し、各種諸

問題の抽出・検討と、今後より一層重要となる認

知症サポーターの養成の推進を図る。 

介護福祉課 

包括支援係 

17 認知症本人ミーティング 
国・都の計画には明記されているが、市としては

現状実施していない。 

介護福祉課 

包括支援係 

18 認知症ピアサポート事業 
国・都の計画には明記されているが、市としては

現状実施していない。 

介護福祉課 

包括支援係 
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〇認知症施策推進計画を基にしたロジックモデル（案） 

 

 

活動指標 事業指標  成果指標 目指す社会 理念 

   

「新しい認知症観」
を理解している市民
の割合 

①市民が「新し
い認知症観」を
踏まえて支え合
っている 

認
知
症
の
人
を
含
め
た
市
民
一
人
一
人
が
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、 

相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
支
え
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
活
力
あ
る
ま
ち 

 

  

  

 

認知症の人が望む生
活が継続できている
と考えている市民の
割合 

②認知症の人の
生活においてそ
の意思等が尊重
されている 

  

 

  

 

  

 

認知症の人が自分ら
しく暮らせると考え
ている人の割合 

③認知症の人が
他の人々と支え
合いながら地域
で自分らしく暮
らすことができ
る 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終ｱｳﾄｶﾑ 中間アウトカム 初期アウトカム アウトプット プロセス 

検
討
中 

検
討
中 
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第１０期計画のロジックモデル（案） 
 

 

 

 

Ⅰ 

人間性の尊重 

（個人の尊厳） 

 
1-1 健康づくり・介

護予防の一体的推進 

 
①さくら体操の推進 

②保健事業との一体的実施 

 
①さくら体操の延参加者数 
②健診受診率・保健指導件数 

 

1-2 社会参加の推進 

 
①健康・スポーツ活動の支援 

②地域の居場所づくり支援 

 
①大会参加者数 
②冊子への掲載居場所数 

 
1-3 高齢者の就労支

援 

 
①シルバー人材センター支援 

②こがねい仕事ネットの支援 

 
①人材センター登録数 
②こがねい仕事ネット参加数 

       

Ⅱ 

自立の確保 

（自立に向け

た 総 合 的 支

援） 

 
2-1 在宅生活支援の

充実 

 
①高齢者福祉サービス 

②地域包括支援センター強化 

 
①民間配食事業者委託数 
②強化に関する調査結果 

 
2-2 認知症施策の総

合的な推進 

 ①認知症理解、認知症観の転

換 

②本人発信・社会参加の推進 

 
①新認知症観の啓発の実施 
②本人参画ミーティングの実
施 

 
2-3 在宅医療と介護

の連携推進 

 
①在宅医療・介護の情報共有

②在宅医療・ACPの普及啓発 

 
①在宅療養相談件数 
②ACP 講演会回数 

 
2-4 生活支援体制整

備の推進 

 
①SC配置による体制整備 

②地域の居場所づくり支援 

 
①SC の配置数 
②冊子への掲載居場所数 

 
2-5 ケアラー（介護

者）への支援の促進 

 
①介護者の負担軽減の推進 

②やすらぎ支援 

 
①相談、介護教室の件数 
②やすらぎ支援実施回数 

       

Ⅲ 

支え合う地域

社会づくり 

 
3-1 地域づくりの推

進 

 
①地域の居場所づくり支援 

②地域課題検討の協議の充実 

 
①冊子への掲載居場所数 
②生活支援協議体の回数 

 
3-2 高齢者の見守り

施策の推進 

 
①高齢者見守り支援事業 

②事業者との連携見守り推進 

 
①高齢者見守り台帳の登録人
数 
②協定事業者数 

 

3-3 権利擁護の推進 

 
①消費者被害の未然防止 

②高齢者虐待防止対策 

 
①消費者講座参加者数 
②高齢者虐待研修実施回数 

 
3-4 介護人材の確保

及び育成・定着支援 

 
①介護支援ボランティア推進 

②介護分野への就労支援 

 
①有効登録者数 
②介護職員資格取得費の助成
件数 

 

  

結果（アウトプット） 活動（アクティビティ、行政側の取組） 

施策分類(中分類) 施策の方向性 重点取組事業 活動指標 
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 ・６５歳健康寿命【要介護２】 

(東京保健所長会方式) 

・主観的健康観がよい割合 

 

高齢者が地域活動に

参加して生きがいを

もって暮らしている 

 

誰
も
が
い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち 

 
・地域で参加している活動や講座がある

人の割合 

・生きがいのある割合 

  

 

・就労している高齢者の割合 

  

     
 

・要介護認定者のうち施設入所を検討し

ていない人の割合 

・地域包括支援センター認知度（現有） 

 

高齢者が自立して暮

らし続けている 

 

 

・新しい認知症観を理解している割合 

・認知症に関する相談窓口の認知度 

  

 
・人生の最期や終末期の過ごし方につい

て家族や友人等の親しい人と話し合った

ことがある人の割合 

  

 

・地域の中で、自宅以外の居場所がある

割合 

  

 

・仕事と介護を両立していくことについ

て今後も問題なく続けていける人の割合 

  

     

 

・隣近所の人と親しくしている割合 

 

地域共生社会の実現

を通して支え合いな

がら暮らしている 

 

 
・手段的支援者（看病や世話をしてくれ

る人）がいる割合 

  

 

・権利擁護センターの認知度 

  

 
・事業所運営上に必要な人材が確保でき

ている事業所の割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

最終成果 
（アウトカム） 

中間成果（アウトカム、市民側の変化） 

成果指標 基本理念 目指す姿 

高齢者ニーズ調査、在宅介護実態調

査等を基に政策評価を実施 

認知症施策 

推進計画 

多様な主体との 

つながりづくり 

身寄りのいない 

高齢者への支援 


